
 

第
だい

６回
かい

横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

検討
けんとう

部会
ぶ か い

 

 

日
にち

 時
じ

：平成
へいせい

27年
ねん

６月
がつ

16日
にち

（火
か

） 午後
ご ご

２時
じ

～４時
じ

 

会 場
かいじょう

：市
し

庁 舎
ちょうしゃ

５階
かい

 関係
かんけい

機関
きかん

執務室
しつむしつ

 

 

次
し

     第
だい

 

 

１  開会
かいかい

 

 

   （配付
はいふ

資料
しりょう

の確認
かくにん

、説明
せつめい

） 

 

２  議題
ぎだい

 

（１）事例
じれい

の公 表
こうひょう

について 

（２）障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

の規定
きてい

について（確認
かくにん

） 

（３）前回
ぜんかい

の事例
じれい

の分類
ぶんるい

の確認
かくにん

について 

（４）事例
じれい

の分類
ぶんるい

について（前回
ぜんかい

からの継続分
けいぞくぶん

） 

 

３  その他
た

（連絡
れんらく

事項
じこう

等
とう

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



本日
ほんじつ

の進行
しんこう

(予定
よ て い

) 

 

次
し

     第
だい

 

 

14:00 

１  開会
かいかい

 

   （配付
はいふ

資料
しりょう

の確認
かくにん

、説明
せつめい

） 

 

14:05 

２  議題
ぎだい

 

（１）事例
じれい

の公 表
こうひょう

について 

   資料
しりょう

１により説明
せつめい

。意見
いけん

、質問
しつもん

のある方
かた

はお願
ねが

いします。 

14:15 

（２）障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

の規定
きてい

について（確認
かくにん

） 

   資料
しりょう

２により説明
せつめい

。質問
しつもん

のある方
かた

はお願
ねが

いします。 

14:25 

（３）前回
ぜんかい

の事例
じれい

の分類
ぶんるい

の確認
かくにん

について 

   資料
しりょう

３、資料
しりょう

４、資料
しりょう

５により説明
せつめい

。 

   前回
ぜんかい

の分類
ぶんるい

について、事務局
じむきょく

から確認
かくにん

したい点
てん

を資料
しりょう

４「委員
いいん

に 

  うかがいたいこと」にまとめました。ご意見
いけん

のある方
かた

はお願
ねが

いします。 

15:00 

（４）事例
じれい

の分類
ぶんるい

について（前回
ぜんかい

からの継続分
けいぞくぶん

） 

    前回
ぜんかい

に持
も

ち越
ご

しとなった残
のこ

りの15の事例
じれい

について、資料
しりょう

６のとお 

   り事務局
じむきょく

で分類
ぶんるい

の素案
そあん

を作成
さくせい

してみましたが、各事例
かくじれい

の分類
ぶんるい

につい 

て、皆様
みなさま

のご意見
いけん

、考
かんが

え方
かた

をお聞
き

かせください。 

 

15:50 

３  その他
た

（連絡
れんらく

事項
じこう

等
とう

） 

 

※進行
しんこう

の予定
よてい

時間
じかん

は、審議
しんぎ

の状 況
じょうきょう

によって変
か

わる場合
ばあい

があります。 



 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

に関
かん

する事例
じ れ い

の公 表
こうひょう

について 

 

１ 公 表
こうひょう

の考
かんが

え方
かた

 

 (1) 寄
よ

せられた事例
じ れ い

を全
すべ

て公 表
こうひょう

（市
し

のホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

に掲載
けいさい

）します。 

   また、市
し

役所
やくしょ

でも閲覧
えつらん

できるようにします。音声版
おんせいばん

も作成
さくせい

します。 

  ※公 表
こうひょう

に馴染
な じ

まない事例
じ れ い

はなかったため、全
すべ

ての事例
じ れ い

を公 表
こうひょう

します。 

 (2) 対象者
たいしょうしゃ

の障 害
しょうがい

種別
しゅべつ

により分類
ぶんるい

したもの、場面
ば め ん

別
べつ

に分類
ぶんるい

したものの 

両 方
りょうほう

を作成
さくせい

し、公 表
こうひょう

します。 

 (3) 寄
よ

せられた事例
じ れ い

をまずは公 表
こうひょう

し、市民
し み ん

の方々
かたがた

に紹
しょう

介
かい

することを 

目的
もくてき

としています。寄
よ

せられた事例
じ れ い

が全
すべ

て「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

」に該当
がいとう

す 

るものではありません（公 表
こうひょう

の際
さい

にそのことの説明
せつめい

を加
くわ

えます）。 

※市民向
し み ん む

けの啓発
けいはつ

資料
しりょう

等
とう

は、この公 表
こうひょう

とは別
べつ

に検討
けんとう

していきます。 

(4) 個人
こ じ ん

、施設
し せ つ

等
とう

の名 称
めいしょう

などに関
かん

する情 報
じょうほう

は、公 表
こうひょう

内容
ないよう

から除
のぞ

きま 

す。 

 (5) 長 文
ちょうぶん

にわたる事例
じ れ い

については、事例
じ れ い

の要旨
よ う し

を掲載
けいさい

します。状 況
じょうきょう

等
とう

 

の詳 細
しょうさい

な説明
せつめい

についても、原則
げんそく

として要旨
よ う し

を掲載
けいさい

します。 

 (6) 誤字
ご じ

・脱字
だ つ じ

等
とう

は、可能
か の う

な範囲
は ん い

で修
しゅう

正
せい

します。 

 

２ 公 表
こうひょう

の時期
じ き

 

  ７月
がつ

上 旬
じょうじゅん

（予定
よ て い

） ※音声版
おんせいばん

の提 供
ていきょう

は出来次第
で き し だ い

行
おこな

います。 

 

３ 第
だい

３回
かい

検討
けんとう

部会
ぶ か い

での主
おも

なご意見
い け ん

（参考
さんこう

） 

 ・ 寄
よ

せられた事例
じ れ い

は全
すべ

て公 表
こうひょう

すべき（公 表
こうひょう

から除外
じょがい

するものは検討
けんとう

 

部会
ぶ か い

でも確認
かくにん

）。 

 ・ 障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の対 象
たいしょう

とならない個人
こ じ ん

による差別
さ べ つ

事例
じ れ い

も公 表
こうひょう

 

すべき。 

 ・ 単
たん

なる暴言
ぼうげん

についても、明確
めいかく

な差別
さ べ つ

の表
あらわ

れであるので、極 力
きょくりょく

公 表
こうひょう

 

した方
ほう

がよい。 

・ 個人
こ じ ん

の偏
へん

見
けん

によるものも、その積
つ

み重
かさ

ねが社会
しゃかい

の偏
へん

見
けん

であるので、 

除外
じょがい

しないで公 表
こうひょう

すべき。 

資料
し り ょ う

１ 



 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の規定
き て い

について（確認
かくにん

） 

 

１ 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

（障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

）は、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする「不当
ふ と う

な 

差別的
さ べ つ て き

取扱
とりあつか

い」と、障害
しょうがい

のある人
ひと

への「合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の不提供
ふていきょう

」の二
ふた

つです。 

また、対象
たいしょう

となるのは、「行政
ぎょうせい

機関
き か ん

」と「事
じ

業者
ぎょうしゃ

」です。 
 

 
不当
ふ と う

な差別的
さ べ つ て き

取扱
とりあつか

い 合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の不提供
ふていきょう

 

行
ぎょう

 政
せい

 機
き

 関
かん

 

(市
し

役所
やくしょ

、区
く

役所
やくしょ

など) 
 法律上

ほうりつじょう

の義務
ぎ む

（禁止
き ん し

） 法律上
ほうりつじょう

の義務
ぎ む

 

事
じ

 業
ぎょう

 者
しゃ

 

(お店
みせ

､
、

会社
がいしゃ

､
、

病院
びょういん

など) 
 法律上

ほうりつじょう

の義務
ぎ む

（禁止
き ん し

） 法律上
ほうりつじょう

の努力
どりょく

義務
ぎ む

 

 

＜不当
ふ と う

な差別的
さ べ つ て き

取扱
とりあつか

い＞ 

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として、正当
せいとう

な理由
り ゆ う

なく、サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

を拒否
き ょ ひ

したり、 

制限
せいげん

したり、条件
じょうけん

を付
つ

けたりするような行為
こ う い

を言
い

います。 

       
 

＜合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の不提供
ふていきょう

＞ 

      障害
しょうがい

のある方
かた

が日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

で困
こま

ることをなくしてい 

くために、周
まわ

りの人
ひと

や会社
がいしゃ

などが行
おこな

うべき無理
む り

のない範囲
は ん い

の配慮
はいりょ

 

を「合理的配
ご う り て き は い

慮
りょ

」と言
い

い、これを行
おこな

わないことを「合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の 

不提供
ふていきょう

」と言
い

います。 

              

資料
し り ょ う

２ 



 

２ 事業
じぎょう

主
ぬし

が労働者
ろうどうしゃ

に対
たい

して行
おこな

う障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

については、別
べつ

の 

法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

）で定
さだ

められています。 

 

３ 国
くに

のＱ＆Ａでは、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

は、個別
こ べ つ

の場面
ば め ん

における特定
とくてい

の 

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する取扱
とりあつか

いを対象
たいしょう

とするものであり、この法律
ほうりつ

によって、 

既存
き そ ん

の制度
せ い ど

に関
かん

して一律
いちりつ

に見直
み な お

しが必要
ひつよう

になるものではないとされて 

います。 

また、既存
き そ ん

の制度
せ い ど

については、それぞれの法律
ほうりつ

の目的
もくてき

も踏
ふ

まえて、 

社会的
しゃかいてき

な情勢
じょうせい

の変化
へ ん か

等
とう

必要
ひつよう

に応
おう

じた検討
けんとう

がなされるべきであるとされ 

ています。 

 

 



検討用
け ん と う よ う

分類
ぶんるい

（確定版
か く て い ば ん

） 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

を受
う

けたと思
お も

った事例
じ れ い

、適切
てきせつ

な配慮
は い り ょ

がなくて困
こ ま

った事例
じ れ い

など 

 

 

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

によるもの 

(市
し

役所
や く し ょ

、区
く

役所
や く し ょ

など) 

事
じ

業者
ぎょうしゃ

によるもの 

(お店
みせ

､
、

会社
かいしゃ

､
、

病 院
びょういん

など) 

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

・事
じ

業者
ぎょうしゃ

以外
い が い

 

によるもの 

(近所
きんじょ

の人
ひと

､
、

家族
か ぞ く

､
、

友人
ゆうじん

など) 

① 差別的
さ べ つ て き

取扱
とりあつか

いをしたもの × 

 

→ してはいけないこと 

 

 

法律上
ほうりつじょう

の義務
ぎ む

 

 

 

法律上
ほうりつじょう

の義務
ぎ む

 

 

② 適切
てきせつ

な配慮
は い り ょ

をしなかったもの × 

 

→ しなければいけないこと 

 

 

法律上
ほうりつじょう

の義務
ぎ む

 

 

 

法律上
ほうりつじょう

の努力
ど り ょ く

義務
ぎ む

 

 

 ③ その他
た

 
 

①、②のいずれにも入
はい

らないもの 

現時点
げ ん じ て ん

で分類
ぶんるい

できないもの 

   

 ※ ①、②のいずれにも該当
がいとう

する事例
じ れ い

があった場合
ば あ い

は、①と②の両方
りょうほう

に分類
ぶんるい

します。 

資料
し り ょ う

３ 



1 
 

前回
ぜんかい

の事例
じ れ い

の分類
ぶんるい

の確認
かくにん

について 

 

前回
ぜんかい

の事例
じ れ い

の分類
ぶんるい

について、事務局
じむきょく

から確認
かくにん

させていただきたいこと 

があります。次
つぎ

の１から５までの５つです。 

 

【委員
い い ん

にうかがいたいこと １】 

  №14「障害者
しょうがいしゃ

同士
ど う し

のツアー
つ あ ー

」の事例
じ れ い

について 

前回
ぜんかい

のご意見
い け ん

を資料
しりょう

５のとおり、まとめてみました。 

①「差別的
さべつてき

取 扱
とりあつか

いをしたもの」の場合
ば あ い

と、②「適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

をしなか 

ったもの」の場合
ば あ い

があるとのご意見
い け ん

がありましたが、資料
しりょう

５のとおり 

のまとめでよいですか？ 

 

 

 

[事務局
じむきょく

案
あん

] 

資料
しりょう

５のとおりです。 

   検討
けんとう

部会
ぶ か い

のご意見
い け ん

と異
こと

なる場合
ば あ い

は 修
しゅう

正
せい

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料
し り ょ う

４ 



2 
 

 

 

【委員
い い ん

にうかがいたいこと ２】 

  №33「習字
しゅうじ

教 室
きょうしつ

の入 会
にゅうかい

」の事例
じ れ い

について 

前回
ぜんかい

のご意見
い け ん

を資料
しりょう

５のとおり、まとめてみました。 

№14 の事例
じ れ い

と同
おな

じように、①「差別的
さべつてき

取 扱
とりあつか

いをしたもの」の場合
ば あ い

と 

②「適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

をしなかったもの」の場合
ば あ い

があるとのご意見
い け ん

と、①「差
さ

 

別的
べつてき

取 扱
とりあつか

いをしたもの」のみとするご意見
い け ん

の２つがありました。 

 

資料
しりょう

５に案
あん

１と案
あん

２を記載
き さ い

しましたが、どちらの意見
い け ん

を検討
けんとう

部会
ぶ か い

の 

意見
い け ん

としますか？ 

 

 

 

 

[事務局
じむきょく

案
あん

] 

①の場合
ば あ い

と②の場合
ば あ い

があるとのご意見
い け ん

は、①のみとするご意見
い け ん

の内
ない

 

容
よう

を含
ふく

んだご意見
い け ん

であるように思
おも

います。 

№14 と同
おな

じ 考
かんが

え方
かた

でよろしければ、資料
しりょう

５の案
あん

１になると 考
かんが

えま 

す。 

   検討
けんとう

部会
ぶ か い

のご意見
い け ん

と異
こと

なる場合
ば あ い

は 修
しゅう

正
せい

します。 

 

 

 

 



3 
 

 

 

【委員
い い ん

にうかがいたいこと ３】 

  №82「障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の建設
けんせつ

」の事例
じ れ い

について 

前回
ぜんかい

、いくつかのご意見
い け ん

がありましたが、あらためて内容
ないよう

を整理
せ い り

し、 

  以下
い か

のとおり、まとめてみました。 

   事務局
じむきょく

案
あん

のまとめでよいですか？ 

 

 

[事務局
じむきょく

案
あん

] 

誰
だれ

のどの行為
こ う い

が、障 害
しょうがい

のある方
かた

への①「差別的
さべつてき

取 扱
とりあつか

いをしたもの」 

又
また

は②「適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

をしなかったもの」に当
あ

たるのかなどを 考
かんが

えてみ 

ました。 

・誰
だれ

によるものか  

→ 地域
ち い き

住 民
じゅうみん

（行 政
ぎょうせい

機関
き か ん

・事
じ

業 者
ぎょうしゃ

以外
い が い

によるもの） 

・分類 

 → ①「差別的
さべつてき

取 扱
とりあつか

いをしたもの」 

具体的
ぐたいてき

な内容
ないよう

は事例
じ れ い

に書
か

かれていませんが、「近隣
きんりん

住 民
じゅうみん

の 

障 害
しょうがい

者
しゃ

、特
とく

に知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する偏見
へんけん

は容赦
ようしゃ

のない物
もの

」とある 

ため。 

・ 考
かんが

えられる改善
かいぜん

の方向性
ほうこうせい

 

 → 地域
ち い き

住 民
じゅうみん

の障 害
しょうがい

に関
かん

する理解
り か い

を深
ふか

めてもらう。 

   施設
し せ つ

の建設
けんせつ

について、市
し

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

が地域
ち い き

住 民
じゅうみん

への説明
せつめい

、事前
じ ぜ ん

 

調 整
ちょうせい

を 行
おこな

う。 
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【委員
い い ん

にうかがいたいこと ４】 

  №197「市
し

バス
ば す

・地下鉄
ち か て つ

の介護者
かいごしゃ

の割引
わりびき

」の事例
じ れ い

について 

前回
ぜんかい

、いくつかのご意見
い け ん

がありましたが、制度
せ い ど

に関
かか

わることで、個
こ

 

別
べつ

の場面
ば め ん

における対応
たいおう

で解
かい

決
けつ

する問題
もんだい

ではないため、③「その他
た

。①、 

②のいずれにも入
はい

らないもの）に該当
がいとう

するように思
おも

います。 

    ①「差別的
さべつてき

取 扱
とりあつか

いをしたもの」、②「適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

をしなかったもの」、 

③「その他
た

」のうち、どの分類
ぶんるい

にしますか？ 

 

 

 

 

 

[事務局
じむきょく

案
あん

] 

それぞれの制度
せ い ど

ごとに議論
ぎ ろ ん

されるべき問題
もんだい

であるため、③「その他
た

。 

①、②のいずれにも入
はい

らないもの」ではないかと 考
かんが

えています。 
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【委員
い い ん

にうかがいたいこと ５】 

  １から４以外
い が い

の事例
じ れ い

について 

 №14、№33、№82、№197以外
い が い

の事例
じ れ い

の分類
ぶんるい

は、資料
しりょう

５のとおりのま 

とめでよいですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

[事務局
じむきょく

案
あん

] 

資料
しりょう

５のとおりです。 

   検討
けんとう

部会
ぶ か い

のご意見
い け ん

と異
こと

なる場合
ば あ い

は 修
しゅう

正
せい

します。 

 

 

 

 

 

 

 



障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

を受
う

けたと思
おも

った事例
じれい

、適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

がなくて困
こま

った事例
じれい

など（一部
いちぶ

抜粋
ばっすい

）　　※前回
ぜんかい

の継続
けいぞく

分
ぶん

誰
だれ

によるものか 考
かんが

えられる改善
かいぜん

の方向性
ほうこうせい

1.障害の
ある方

5 ウェブサイトに「観劇サポート」のページは有り
ますが、車いす対応のみで、聴覚障害、視覚
障害への対応について書かれておりませんで
した。

4.視覚障害
5.聴覚・平
衡機能障
害

事業者
行政機関

② ②聴覚障害、視覚障害の対応につ
いても記載する。

手話通訳、台本貸し出し、
字幕表示、磁気ループ、音
声ガイドなどの準備を行う
用意があることを当初より
明記。問い合わせがあれば
対応するのではなく、当初
から明記することによって
参加しやすくすることが大
切と考えます。

1.障害の
ある方

14 障害者同士のツアーを旅行代理店から断られ
る。

5.聴覚・平
衡機能障
害

事業者 ①、② 障害のある人の参加を一律に断る取
扱いをしている場合（障害のある人
が参加できるとしているにも関わらず
断っている場合を含む）は①。
障害のある人が参加できるツアーの
設定や配慮を旅行代理店が可能な
範囲で行っていないため、ツアーに
参加できない場合は②。

①障害があることのみを理由として
一律に断る取扱いをしない。
②障害のある人が参加できるツアー
の設定を行う。本人の意向を確認し
た上で、できる配慮を行う（過重な負
担を要する場合を除く）。

旅行代理店が責任を持って
手話のできる人を雇い入れ
る。

1.障害の
ある方

16 市役所や区役所の火災報知機や庁内放送に
ついて視覚による情報提供がない。（横浜市）

5.聴覚・平
衡機能障
害

行政機関 ② ②視覚による情報提供を行う【命に
関わる事案であり、優先的に解決す
る必要がある】。

視覚による情報提供をす
る。

1.障害の
ある方

23 横浜市内の消防団に加入したいと思ったとこ
ろ、病気を理由に断られた。病気が回復したと
伝えても病歴を理由に入団を断られた。

2.精神障害 行政機関 ① ①病歴のみを理由として一律に断る
取扱いをしない。
①病気、障害に関する理解を深めて
もらう。

病気が回復したと伝えても
病歴を理由に入団を断られ
た。

1.障害の
ある方

29 市内の中学校の個別支援級に通っていた時、
運動会や文化祭では一般級が参加する大縄
跳びや合唱コンクールに参加できなかった。

3.発達障害 行政機関 ① ①障害のみを理由として一律に学校
行事への参加を妨げることはしな
い。

個別支援級の生徒が参加
できる機会を増やしてほし
い。

2.障害の
ある方の
家族

33 習字教室の入会を障害があることを理由に断
られた。

1.知的障害 事業者 <案１>
①、②

障害のある人の入会を一律に断る取
扱いをしている場合（障害のある人
が入会できるとしているにも関わらず
断っている場合を含む）は①。
障害のある人が入会できる準備や配
慮を習字教室が可能な範囲で行って
いないため、習字教室に入会できな
い場合は②。【№14と同じ考え方】

①障害があることのみを理由として
一律に断る取扱いをしない。
②障害のある人が入会できるよう準
備をする。本人の意向を確認した上
で、できる配慮を行う（過重な負担を
要する場合を除く）。

<案２>
①

障害を理由として断っているので①。 ①障害があることのみを理由として
断らない。

こうしてほしかったこと

分類
ぶんるい区分

くぶん

No. 困
こま

ったこと 障害
しょうがい

種別
しゅべつ 検討

けんとう

部会
ぶかい

としての考
かんが

え方
かた

（案
あん

）

しりょう

資料６

※ ①は「差別的取扱いをしたもの」、②は「適切な配慮をしなかったもの」、③は「その他（①、②のいずれにも入らないもの。現時点で分類できないもの」　　　



誰
だれ

によるものか 考
かんが

えられる改善
かいぜん

の方向性
ほうこうせい

こうしてほしかったこと

分類
ぶんるい区分

くぶん

No. 困
こま

ったこと 障害
しょうがい

種別
しゅべつ 検討

けんとう

部会
ぶかい

としての考
かんが

え方
かた

（案
あん

）

1.障害の
ある方

49 仕事内容をあまり教えてくれない。自分だけ名
前を呼び捨てにされる。

1.知的障害 事業者 前半②
後半①

前半：仕事を教えることについての職
場のルールがないなど、本人の障害
に応じた配慮がない場合は②。
後半：障害を理由としてその人を呼
び捨てにしている場合は①。

②本人の意向を確認した上で、障害
に応じた配慮を行う（過重な負担を要
する場合を除く）。
①その人の名前を呼び捨てにしな
い。

1.障害の
ある方

68 クレジットカード会社からの連絡（若しくはクレ
ジットカード会社への連絡）において、本人に
よる電話しか認めず、本人が聴覚障害者で
あっても代理人による電話を認めない。及び、
電話以外の方法を認めない。

5.聴覚・平
衡機能障
害

事業者 ② ②本人確認の他の方策を検討する。
本人の意向を確認した上で、障害に
応じた配慮を行う（過重な負担を要す
る場合を除く）。

聴覚障害者が連絡を取れ
る方法を確保しないのは差
別に当たります。聴覚障害
者が連絡できる手段を確保
する必要があります。

1.障害の
ある方

82 10年以上前になりますが、障害者の福祉施設
が私の在住している住宅地に建設される時、
何の説明もなく突然着工し住民の反対を押し
のけて無理に建設されたため、現在でもなお
近隣住民の障害者、特に知的障害者に対す
る偏見は容赦のない物であり、自分が知的障
害であることを隠さなければならない状態であ
る。今後も隠し通さなければならないのかと思
うと辛いです。そのため時間がかかったとして
も市外の施設に通所しているのはそういう理
由です。
まだまだ行政の方と住民との理解が追い付い
ていないと思います。

1.知的障害 <案>

地域住民
（行政機関・
事業者以外
によるもの）

<案>

①

<案>
①地域住民に障害に関する理解を
深めてもらう。
○建設について、市、事業者による
地域住民への説明、事前調整を行
う。

1.障害の
ある方

92 横浜市からの情報提供を行うテレビ番組に字
幕もしくは手話通訳がついているものとついて
いないものがあった。

5.聴覚・平
衡機能障
害

事業者
行政機関

② ②字幕など、聴覚障害への配慮を行
う。

全ての番組に字幕もしくは
手話通訳をつけてほしい。

6.不明
ふめい 96 脱水

だっすい

を起
お

こして救急
きゅうきゅう

病院
びょういん

へ行
い

ったときに一応
いちおう

点滴
てんてき

はしてくれたが、精神病
せいしんびょう

の人
ひと

は精神
せいしん

病院
びょういん

へ行
い

ってくださいと言
い

われた。

2.精神
せいしん

障害
しょうがい

事業者
じぎょうしゃ ① ○精神

せいしん

疾患
しっかん

のみを理由
りゆう

として一律
いちりつ

に

診療
しんりょう

を断
ことわ

る取扱
とりあつか

いをしない。

○病気
びょうき

、障害
しょうがい

に関
かん

する理解
りかい

を深
ふか

めて

もらう。

精神病
せいしんびょう

があっても、身体
しんたい

の

疾患
しっかん

の場合
ばあい

には、普通
ふつう

の

人
ひと

と同
おな

じように対応
たいおう

してもら

えるようにしてほしい。

6.不明 197 市バス・地下鉄の割引（介護者）身体・知的に
は介護者は通常の半額になるが精神にはな
い。精神の人は一人で乗車するのが困難な人
がかなりいる。

2.精神
せいしん

障害
しょうがい

事業者
じぎょうしゃ ①？ 精神の介護者にも市バス

220円を110円にすべきであ
る。

<案> 他
た

の制度
せいど

に関
かか

わるものであるため 他
た

の制度
せいど

に関
かか

わるものは それぞれ
6.不明

ふめい 208 身体
しんたい

障
しょう

がい者
しゃ

の人
ひと

は、就労
しゅうろう

の時
とき

に割
わり

と容易
ようい

に

受
う

け入
い

れられるのに、精神
せいしん

障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

はそ

うでないところに差別
さべつ

を感
かん

じる。

2.精神
せいしん

障害
しょうがい

事業者
じぎょうしゃ

行政
ぎょうせい

機関
きかん

③ 具体的
ぐたいてき

な場面
ばめん

の想定
そうてい

ができないため

③。

けんとう さい さんこう じむきょく あん きにゅう

検討の際の参考として事務局で案を記入しています
ぶんるい かくいいん いけん ねが

が、分類について、各委員のご意見をお願いします。

※ ①は「差別的取扱いをしたもの」、②は「適切な配慮をしなかったもの」、③は「その他（①、②のいずれにも入らないもの。現時点で分類できないもの」　　　



誰
だれ

によるものか 考
かんが

えられる改善
かいぜん

の方向性
ほうこうせい

こうしてほしかったこと

分類
ぶんるい区分

くぶん

No. 困
こま

ったこと 障害
しょうがい

種別
しゅべつ 検討

けんとう

部会
ぶかい

としての考
かんが

え方
かた

（案
あん

）

6.不明
ふめい 282 美容院

びよういん

たくさんの中
なか

にいることが苦手
にがて

なので、事前
じぜん

に

電話
でんわ

して精神
せいしん

科
か

に通
かよ

っているので配慮
はいりょ

してほ

しいと伝
つた

えたら、はさみを扱
あつか

っているので精神
せいしん

科
か

に通
かよ

っている方
かた

はお断
ことわ

りしますと言
い

われた。

2.精神
せいしん

障害
しょうがい

事業者
じぎょうしゃ ① ○精神

せいしん

科への通院
つういん

のみを理由
りゆう

として

一律
いちりつ

に入店
にゅうてん

を断
ことわ

る取扱
とりあつか

いをしない。

○病気
びょうき

、障害
しょうがい

に関
かん

する理解
りかい

を深
ふか

めて

もらう。

1.障害
しょうがい

の

ある方
かた

422 家族や介助者と一緒にいると、自分の事でも
家族らに聞く。本人に聞いてくれない。

4.視覚
しかく

障害
しょうがい

5.聴覚
ちょうかく

・平
へい

衡
こう

機能
きのう

障
しょう

害
がい

行政
ぎょうせい

機関
きかん

事業者
じぎょうしゃ

行
ぎょう

・事
こと

以外
いがい

① ①本人
ほんにん

に話
はなし

をする。

○本人
ほんにん

が家族等
かぞくとう

と話
はなし

をすることを希
きぼ

望
う

するときは、希望
きぼう

に沿
そ

って対応
たいおう

す

る

本人に普通に聞いてほし
い。

1.障害
しょうがい

の

ある方
かた

427
知人
ちじん

の住
す

まいを不動産屋
ふどうさんや

で探
さが

したことがあっ

たが、障害
しょうがい

があると断
ことわ

られる。

2.精神
せいしん

障害
しょうがい

4.視覚
しかく

障害
しょうがい

6.肢体
したい

不自
ふじゆう

由

事業者
じぎょうしゃ ① ○障害

しょうがい

があることのみを理由
りゆう

として

一律
いちりつ

に断
ことわ

る取扱
とりあつか

いをしない。

○病気
びょうき

、障害
しょうがい

に関
かん

する理解
りかい

を深
ふか

めて

もらう。

1.障害
しょうがい

の

ある方
かた

431
病院
びょういん

の案内
あんない

表示
ひょうじ

で、ピンク
ぴんく

色
いろ

のバック
ばっく

に白色
しろいろ

の文字
もじ

の物
もの

があった。弱視
じゃくし

の人
ひと

にとって大変
たいへん

わかりにくい。

4.視覚
しかく

障害
しょうがい

事業者
じぎょうしゃ ② ○障害

しょうがい

のある人
ひと

にとっても分
わ

かりや

すい色
いろ

にする（過重
かじゅう

な負担
ふたん

を要
よう

する

場合
ばあい

を除
のぞ

く）。

濃
こ

い色
いろ

をバック
ばっく

にするなど

の配慮
はいりょ

を。

1.障害
しょうがい

の

ある方
かた

433
自動
じどう

券売機
けんばいき

、セルフレジ
せるふれじ

の普及
ふきゅう

が進
すす

んでいる

が、視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

にとっては困
こま

る。

4.視覚
しかく

障害
しょうがい

事業者
じぎょうしゃ ③ 具体的

ぐたいてき

な場面
ばめん

の想定
そうてい

ができないため

③。

3.障害
しょうがい

の

ある方
かた

の

支援者
しえんしゃ

440
市役所
しやくしょ

や区役所
くやくしょ

の方
かた

の説明
せつめい

や説明
せつめい

書類
しょるい

が、

知的
ちてき

障害
しょうがい

の方
かた

や自閉症
じへいしょう

の方
かた

には分
わ

かりづら

いことが多
おお

い。絵
え

や文字
もじ

などを使
つか

って分
わ

かりや

すく説明
せつめい

するなど一工夫
ひとくふう

お願
ねが

いしたい。

1.知的
ちてき

障害
しょうがい

行政
ぎょうせい

機関
きかん ② ○分

わ

かりやすい説明
せつめい

、書類
しょるい

の作成
さくせい

を

する（過重
かじゅう

な負担
ふたん

を要
よう

する場合
ばあい

を除
のぞ

く）。

※ ①は「差別的取扱いをしたもの」、②は「適切な配慮をしなかったもの」、③は「その他（①、②のいずれにも入らないもの。現時点で分類できないもの」　　　



誰
だれ

によるものか 考
かんが

えられる改善
かいぜん

の方向性
ほうこうせい

こうしてほしかったこと

分類
ぶんるい区分

くぶん

No. 困
こま

ったこと 障害
しょうがい

種別
しゅべつ 検討

けんとう

部会
ぶかい

としての考
かんが

え方
かた

（案
あん

）

1.障害
しょうがい

の

ある方
かた

457
労働組合
ろうどうくみあい

の退会
たいかい

などで、「情報
じょうほう

漏
も

れは困
こま

る。」

という理由
りゆう

で手話
しゅわ

通訳
つうやく

をつけてくれなかった。

さらに手話
しゅわ

通訳
つうやく

者
しゃ

派遣
はけん

事業
じぎょう

実施
じっし

要綱
ようこう

示
しめ

して、

「守秘
しゅひ

義務
ぎむ

」があることを説明
せつめい

しましたが、「そ

うはいっても現実
げんじつ

は違
ちが

う。」と言
い

われ、なかなか

理解
りかい

が得
え

られませんでした。

5.聴覚
ちょうかく

・平
へい

衡
こう

機能
きのう

障
しょう

害
がい

行
ぎょう

・事
こと

以外
いがい ② ○手話

しゅわ

通訳
つうやく

等
とう

の配慮
はいりょ

を行
おこな

う（過重
かじゅう

な

負担
ふたん

を要
よう

する場合
ばあい

を除
のぞ

く）。

当時
とうじ

は障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

がな

かったので、派遣元
はけんもと

の職員
しょくいん

より労働組合
ろうどうくみあい

に御説明
ごせつめい

いた

だき、ようやく手話
しゅわ

通訳
つうやく

がつ

くことになりました。労働組
ろうどうくみあい

合には、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

への

情報
じょうほう

保障
ほしょう

をもっと学習
がくしゅう

して

ほしいと思
おも

い、機会
きかい

のある

ごとにこの事例
じれい

を話
はな

してい

ます。

2.障害
しょうがい

の

ある方
かた

の

家族
かぞく

460
障害
しょうがい

のある家族
かぞく

が幼稚園
ようちえん

に申
もう

し込
こ

んだとき、

手帳
てちょう

を持
も

っているならほかに行
い

ってほしいと園
えん

長
ちょう

に言
い

われた。

6.肢体
したい

不自
ふじゆう

由

事業者
じぎょうしゃ ① ○障害

しょうがい

のみを理由
りゆう

として一律
いちりつ

に申込
もうしこみ

を断
ことわ

る取扱
とりあつか

いをしない。

○障害
しょうがい

に関
かん

する理解
りかい

を深
ふか

めてもらう。

障害者
しょうがいしゃ

が通
かよ

える園
えん

や学校
がっこう

の窓口
まどぐち

を充実
じゅうじつ

してほしい。

1.障害
しょうがい

の

ある方
かた

470
銀行
ぎんこう

では代読
だいどく

、代筆
だいひつ

が金融庁
きんゆうちょう

でも認
みと

められて

いる（平成
へいせい

23年
ねん

～）が、周知
しゅうち

徹底
てってい

されていな

い。

4.視覚
しかく

障害
しょうがい

事業者
じぎょうしゃ ② 銀行

ぎんこう

で代筆
だいひつ

等
とう

の配慮
はいりょ

がなかったので

あれば②。

○代筆
だいひつ

等
とう

の配慮
はいりょ

を行
おこな

う（過重
かじゅう

な負担
ふたん

を要
よう

する場合
ばあい

を除
のぞ

く）。

上記
じょうき

の件
けん

について銀行
ぎんこう

に

周知
しゅうち

徹底
てってい

してもらいたい。

1.障害
しょうがい

の

ある方
かた

475
オペラ
おぺら

を見
み

に行
い

ったとき具合
ぐあい

が悪
わる

くなりそう

だったので頓服
とんぷく

を飲
の

むと、ついいびきをかいて

寝
ね

てしまい、隣
となり

の人
ひと

に「そんな変
へん

な薬
くすり

を飲
の

んで

いる人
ひと

はこういうところに来
く

る資格
しかく

はないの」と

言
い

われた。

2.精神
せいしん

障害
しょうがい

行
ぎょう

・事
こと

以外
いがい ③ 障害

しょうがい

を理由
りゆう

とした発言
はつげん

であるのか、

場面
ばめん

が明
あき

らかでないので③。

1.障害
しょうがい

の

ある方
かた

491
障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

を紛失
ふんしつ

し、再発行
さいはっこう

手続
てつづ

きをした。区
く

役所
やくしょ

から「手帳
てちょう

ができた」と電話
でんわ

で連絡
れんらく

があっ

た。私
わたし

は聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

なのに、電話
でんわ

で知
し

らせてく

るのは配慮
はいりょ

に欠
か

ける。この時
とき

、たまたま、夫
おっと

が

在宅
ざいたく

していたので、電話
でんわ

を受
う

けたので取
と

りに

行
い

くことができた。

5.聴覚
ちょうかく

・平
へい

衡
こう

機能
きのう

障
しょう

害
がい

行政
ぎょうせい

機関
きかん ② ○ファックス

ふぁっくす

又
また

は郵送
ゆうそう

で連絡
れんらく

を行
おこな

う。 区
く

役所
やくしょ

からなぜFAX
ふぁっくす

で連絡
れんらく

をもらえないのか?

1.障害
しょうがい

の

ある方
かた

540
電動
でんどう

車
くるま

いすで、電車
でんしゃ

に乗
の

り、降
お

りる際
さい

、駅員
えきいん

さ

んがお迎
むか

えに来
き

てくれなかったので、横浜
よこはま

まで

行
い

ってしまった。

6.肢体
したい

不自
ふじゆう

由

事業者
じぎょうしゃ ③ 障害

しょうがい

を理由
りゆう

とした行為
こうい

ではないと考
かんが

えられるため③（①、②のいずれにも

入
はい

らないもの）。

駅員
えきいん

さんにお願
ねが

いしなくて

も、自由
じゆう

に乗降
じょうこう

できるよう

工夫
くふう

してほしい。

※ ①は「差別的取扱いをしたもの」、②は「適切な配慮をしなかったもの」、③は「その他（①、②のいずれにも入らないもの。現時点で分類できないもの」　　　



誰
だれ

によるものか 考
かんが

えられる改善
かいぜん

の方向性
ほうこうせい

こうしてほしかったこと

分類
ぶんるい区分

くぶん

No. 困
こま

ったこと 障害
しょうがい

種別
しゅべつ 検討

けんとう

部会
ぶかい

としての考
かんが

え方
かた

（案
あん

）

1.障害
しょうがい

の

ある方
かた

543
障害者用
しょうがいしゃよう

のトイレ
といれ

の数
かず

が少
すく

ない。健常者
けんじょうしゃ

が30

分以上
ぷんいじょう

入
はい

っていることが多
おお

く、外出
がいしゅつ

の時
とき

困
こま

って

いる。休日
きゅうじつ

は特
とく

にひどくずっと我慢
がまん

している。

6.肢体
したい

不自
ふじゆう

由

行
ぎょう

・事
こと

以外
いがい ③ 障害

しょうがい

を理由
りゆう

とした行為
こうい

ではないと考
かんが

えられるため③（①、②のいずれにも

入
はい

らないもの）。

健常者用
けんじょうしゃよう

のトイレ
といれ

の数
かず

に対
たい

し、障害者用
しょうがいしゃよう

のトイレ
といれ

の数
かず

が少
すく

ないので、増
ふ

やしてほ

しい。健常者用
けんじょうしゃよう

トイレ
といれ

が使
しよう

用できる人
ひと

は、障害者用
しょうがいしゃよう

の

トイレ
といれ

が使用
しよう

できないように

徹底
てってい

してほしい。しかし、短
みじか

い時間
じかん

なら大丈夫
だいじょうぶ

です。

1.障害
しょうがい

の

ある方
かた

568
市役所
しやくしょ

に電話
でんわ

をしても、話
はなし

を理解
りかい

してくれず、

担当
たんとう

の係
かかり

に電話
でんわ

を回
まわ

してくれない。

3.発達
はったつ

障害
しょうがい

行政
ぎょうせい

機関
きかん ② ○用件

ようけん

を丁寧
ていねい

に伺
うかが

い、担当
たんとう

の係
かかり

に電
でん

話
わ

をつなぐ。

決
き

めつけるし、人
ひと

の話
はなし

を最
さい

後
ご

まで聞
き

かない。他
た

の職員
しょくいん

が身内
みうち

をかばう。

※ ①は「差別的取扱いをしたもの」、②は「適切な配慮をしなかったもの」、③は「その他（①、②のいずれにも入らないもの。現時点で分類できないもの」　　　
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